
　自己資本比率は、銀行経営の健全性を示す重要な指標の一

つとされており、国内基準で4％、国際基準で8％が求めら

れております。 

　当行は海外拠点がないため、国内基準を適用しており、平

成21年3月期の単体自己資本比率は11.00％となり、国内

基準で求められている4％を大幅に上回る高い水準を維持し

ております。 

　当行は、堅実で健全な経営により毎期着実に収益を積み上

げ、内部留保の拡大と良質な資産の積み上げにより自己資本

比率の向上に努めてまいりました。 

　この結果、本来の自己資本（基礎的項目）だけで算出した

Tier1比率も、9.62％と高い水準となっております。 

　今後も良質な資産の積み上げと内部留保の拡大により自己

資本比率の向上に努め、健全性を高めてまいります。 

自己資本比率 

自己資本比率（単体） 
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自己資本比率 

（うちTier 1比率） 

■自己資本比率（1）/（5） 

（1）自己資本（2）+（3）-（4） 

（5）リスクアセット 

単位：百万円 

Tier 1比率（2）/（5） 

（2）基本的項目 

（3）補完的項目 

（4）控除項目 

平成19年 
3月期 

平成20年 
3月期 

平成21年 
3月期 

11.15% 

9.75% 

30,979 

27,082 

3,972 

76 

277,738

10.93% 

9.52% 

31,491 

27,405 

4,250 

164 

287,862

11.00% 

9.62% 

31,822 

27,826 

4,102 

107 

289,089

自己資本比率 11.00％　うちTier1自己資本比率 9.62％ 
安定した高い健全性を保ち、多大なご信頼をいただいております。 

※「単体自己資本比率（国内基準）」は、平成19年3月期より「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する 

　　資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」 

　　に基づき算出しております。 

自己資本比率の詳細については、P61～62に掲載しております。 

また、バーゼルⅡ第3の柱（市場規律）に基づく開示はP63～68 

に掲載しております。 
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不良債権の状況 

　銀行の不良債権の開示については、銀行法に基づく「リス
ク管理債権」と金融再生法に基づく「金融再生法開示債権」
の開示の双方が義務づけられています。 
　リスク管理債権と金融再生法開示債権の主な相違点は、対
象となる債権が、リスク管理債権は貸出金のみを対象として
おりますが、金融再生法開示債権は貸出金および支払承諾見返、
外国為替、仮払金、未収利息の合計（総与信）を対象として
おります。 

　当行は、堅実で健全な経営のもと、貸出金などの資産健全
化に努め、適切な信用リスク管理により資産の健全性を高め、
不良債権の発生防止と積極処理に取り組んでおります。 
　貸出金などの資産については厳正な自己査定に基づき、償
却引当を適正に行っております。 
　今後につきましても適切な信用リスク管理により不良債権
の発生防止と処理の促進に努め、低い水準を堅持してまいり
ます。 

　保全の状況 
 
保全率 97.59％と、 
保全状況は十分な水準にあります。 
 
不良債権のうち「貸倒引当金」や「担保・保証等」
で97.59％がカバーされております。 
 
これらの不良債権には通常の返済が見込まれる
先も多く含まれており、全てが損失となるわけ
ではなく保全状況についても十分な水準にあり
ます。 
 
また貸倒引当金、担保・保証等でカバーされて
ない部分につきましても自己資本で十分にカバ
ーできます。 

リスク管理債権比率 2.71％ 　金融再生法開示債権比率 2.71％ 
適切な信用リスク管理により資産の健全性を高め、低い水準を堅持しております。 

破綻先債権 

延滞債権 

3ヶ月以上延滞債権 

貸出条件緩和債権 

合　　計 

貸出金に対する割合 

3,350 

9,239 

171 

1,250 

14,012 

3.59%

2,681 

7,888 

131 

215 

10,917 

2.71%

12,919 

92.19%

貸倒引当金及び担保・保全等による保全額 

保　全　率 

10,655 

97.59%

単位：百万円 
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単位：百万円 

■破綻先債権 

■延滞債権 

■3ヶ月以上 
　延滞債権 

■貸出条件 
　緩和債権 

リスク管理債権（銀行法に基づく開示債権） 

A　破綻先債権 
　　会社更生法、民事再生法による更生・再生
　　手続開始の申立てまたは整理開始などの事
　　由が生じている貸出金。 
 
B　延滞債権 
　　元本または利息の支払の延期が相当期間継
　　続していること、その他の事由により、元
　　本または利息の取立てまたは弁済の見込み
　　がないものとして未収利息を計上しなかっ
　　た貸出金。 
　　（Aおよび経営再建または支援を図ることを
　　目的として利息の支払を猶予している貸出
　　金を除く） 
 
C　3ヶ月以上延滞債権 
　　元本または利息の返済が約定返済日の翌日
　　から3ヶ月以上遅延している貸出金。 
　　（A～Bを除く） 
 
D　貸出条件緩和債権 
　　経営再建または支援を図ることを目的として、
　　金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
　　予、債権放棄その他の債務者の有利となる取
　　決めを行った貸出金。（A～Cを除く） 

用 語 解 説  
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　保全の状況 

保全率 97.44％と、保全状況は十分な水準にあります。 
不良債権のうち「貸倒引当金」や「担保・保証等」で97.44％カバーされております。 
これらの不良債権には通常の返済が見込まれる先も多く含まれており、全てが損失となる
わけではなく保全状況についても十分な水準にあります。 
また貸倒引当金、担保・保証等でカバーされてない部分につきましても自己資本で十分に
カバーできます。 

単位：百万円 
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平成20年3月期 
開示債権額 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

危険債権 

要管理債権 

小　　計 

合計（資産査定対象資産）に対する 

小計（不良債権部分）の占める割合 

正常債権 

合　　計 

4,978 

7,630 

1,424 

14,033 

3.59% 

376,302 

390,335

5,293 

5,284 

349 

10,927 

2.71% 

391,713 

402,640

3,766 

4,354 

311 

8,432

1,527 

650 

37 

2,216

100% 

94.72% 

100% 

97.44%

平成21年3月期 
開示債権額A 担保等の保全B 貸倒引当金C 保全率（B＋C）/A

■　①破産更生債権及びこれら 
　　　に準ずる債権 

■　②危険債権 

■　③要管理債権 

■　④正常債権 

単位：百万円 

自己査定結果 
（対象債権：総与信） 

金融再生法開示債権 
（対象債権：総与信） 

リスク管理債権 
（対象債権：貸出金） 

債務者区分 

破綻先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

 

　　要管理先 

 

 

正常先 

金額 債務者区分 

 

 

危険債権 

要管理債権 

小　計 

正常債権 

金額 担保・保証 貸倒引当金 保全率 開示区分 

破綻先債権 

延滞債権 

3ヶ月以上延滞債権 

貸出条件緩和債権 

合　計 

金額 

要
注
意
先 

要管理先以外の 
要注意先 

破産更生債権 
およびこれらに 
準ずる債権 

合　計 
（総与信残高） 

合　計 
（総与信残高） （総貸出残高） 

2,681 

2,611 

5,284 

 

358 

 

103,442 

288,261

2,681 

7,888 

131 

215 

10,917

5,293 

5,284 

349 

10,927 

391,713

3,766 

4,354 

311 

8,432

1,527 

650 

37 

2,216

100% 

94.72% 

100% 

97.44%

402,640 402,640 401,614

金融再生法開示債権（金融再生法に基づく開示債権） 

参　考 

①　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
　　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始
　　の申立て等の事由により経営破綻に陥ってい
　　る債務者に対する債権およびこれらに準ずる
　　債権。 
 
②　危険債権 
　　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
　　財務状態および経営成績が悪化し、契約に従
　　った債権の元本が回収および利息の受取りが
　　できない可能性の高い債権。 
 
③　要管理債権 
　　●3ヶ月以上延滞債権 
　　　元金または利息の支払が3ヶ月以上延滞し
　　　ている貸出債権。 
　　●貸出条件緩和債権 
　　　経済的困難に陥った債務者の再建または支
　　　援を図り、当該債権の回収を促進すること
　　　を目的に債務者に有利な一定の譲歩を与え
　　　る約定条件の改定などを行った貸出債権。 
 
④　正常債権 
　　債務者の財務状態および経営成績に特に問題
　　がないものとして、上記①～③以外に区分さ
　　れる債権。　　 

用 語 解 説  

自己査定と金融再生法に基づく資産査定およびリスク管理債権との関係（単体） 

単位：百万円 

2
　
健
全
性
に
つ
い
て
 

6

①5,293 
（1.31％） 

①＋②＋③ 
10,927 
（2.71％） 

②5,284 
（1.31％） 

③349 
（0.08％） 

④391,713 
（97.28％） 


